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議題 
 

（１） 「MID-NET の利活用に関するガイドライン」の改定について（前回有識者会議で

改定方針が了承された内容） 
次の内容について、「MID-NET の利活用に関するガイドライン」の改定案を説明し、了承

された。 

・ 「利活用契約者」の定義の削除について 

・ 論文の査読結果待ち等に伴う利活用期間の延長について 

 

（２） 「MID-NET の利活用に関するガイドライン」の改定について（改定に向けた事前

確認） 
今後の改定方針について、次のとおり審議が行われた。なお、改定案については、次回以

降の有識者会議において審議を行う予定である。 

 

① データセンターから移動した統計情報の管理要件について 
  データセンターから移動した統計情報の管理要件に関する改定方針について説明した。法

令に基づき実施する調査以外の調査に関する利活用における管理要件について、委員からの

コメントを踏まえた改定案を作成のうえ再度審議されることとなった。 

② 事務局審査で公表可と判断できる公表基準について 
  安全対策目的の利活用の場合の公表手続きの簡略化や、患者背景やアウトカムの詳細を提

示する場合で患者等の数が 10未満となる場合の取り扱いに関する改定方針について説明し、

了承された。   

③ 機能強化事業で構築する仕組みを用いた利活用について 
MID-NET において解析集団ごとに検査値異常等の集計値を自動取得するためのシステム

を構築中であることを説明した。当該システムにより得られる定型データセット及び定型集

計表が利用可能となる利活用区分を新設するとともに、関連する利活用区分を整理する改定

方針について了承された。なお、定型データセット解析システムにより得られた定型集計表

について、利活用を推進するための参考情報や安全対策に資する参考情報として利用できな

いか検討中であることもあわせて説明した。 

 

報告事項 
 

（１） 2024 年度の複数自施設利用実績報告 
データセンターを利用しない MID-NET システムの利用（MID-NET 協力医療機関内の者

が行う自施設利用）のうち、複数の MID-NET 協力医療機関のデータをまとめて解析する複

数自施設利用について、2024 年度実績を報告した。 



 

（２） 事務局審査で承認した利活用申出と利活用変更、公表実績について 
事務局審査で承認した利活用申出、利活用変更申出及び届出、並びに成果物等の公表につ

いて、本有識者会議までの承認又は受理等の状況を報告した。また、有識者会議委員への意

見聴取を経て承認した利活用申出及び利活用変更申出についても本有識者会議までの承認

の状況を報告した。 

    

その他 
 

（１） MID-NET の利用状況及び MID-NET®の利活用促進に向けたさらなる取組につい

て 
MID-NET の利活用実績及び MID-NET を含む製造販売後データベース調査全体の実施件

数が伸びていない現状について報告した。あわせて令和 7 年に実施した又は実施予定の MID-

NET の利活用促進等に向けた取組について報告した。 

 

以上 

 


